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概要版
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　本市では、平成27年（2015年）３月に、「佐賀市障
がい者プラン（2015-2019）」を策定し、障がい福祉施
策について推進してきました。
　本計画は、改正された「障害者基本法」（第11条）に
基づく「市町村障害者計画」であり、国及び県の計画と
連動しながら「佐賀市総合計画」等との整合性を図り策
定した、本市における障がい者のための施策に関する基
本的な計画です。今回、計画期間の終了に伴い、新たに
令和５年度（2023年度）を目標年度とする「佐賀市障が
い者プラン（2020-2023）」を策定しました。
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障がい者の状況に応じた支援

障がい者への情報提供・相談支援体制

障がい福祉サービスの充実

難病患者の支援

障がい児支援の充実

障がい者の就労支援

活動・支援拠点の整備

文化・芸術、スポーツ等の活動支援

障がい者が活動しやすい環境整備

障がい者の権利擁護・理解促進・啓発

地域共生社会の推進

災害時等の緊急時の支援体制の構築

１ きめ細かい
障がい福祉サービス等の提供

障がい児の未来に向けた
しくみづくり２

生きがいを持って働ける
場づくり３

多様な活動の振興・場づくり４

活動しやすい
安全・安心なまちづくり５

わかりあえるまちづくり６

いつでもつながる
支え合う体制づくり７

計画の基本理念・目標

障がい者施策の課題 目　　　標
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目標を達成するための取り組み

（１）情報提供の充実
・市の様々な情報媒体を通して、障がい者に関する法律や制度、障がい福祉サービスや相談窓口に

ついて、情報提供を行います。
・情報提供の内容を見直し、誰にでもわかりやすい表現にするなど、情報提供の拡大を図ります。
・障がいの種別に応じた情報提供の充実を図ります。

① 障がい福祉サービスの分かりやすい情報提供　　② 障がいの種別に応じた情報提供

●施策の方向●

（２）相談支援の充実
・本人やその家族が関わる身近な関係機関等から、公的機関へつないでいく連絡体制を強化しま

す。
・関係機関との連携を図り、専門的な相談に対応できる体制を整備します。
・本人の意思を尊重した支援につなげるために、相談支援専門員の資質向上を図る支援を行いま

す。

① 相談支援体制の整備 ② 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく相談支援体制の確立
③ 難病患者への相談支援の実施 ④ 発達障がい者に関わる相談支援の充実
⑤ 高次脳機能障がいに関わる関係機関の連携促進
⑥ 障害者相談員の資質向上 ⑦ 佐賀地区自立支援協議会の活動の強化　

●施策の方向●

（３）障がい福祉サービス等の充実
・「佐賀市障害福祉計画・ 障害児福祉計画」に基づき、障がい福祉サービス等の周知と適切な利用

促進に努めます。
・各種サービスの利用及び利便性の向上に向け、医療・福祉等関係機関との連携及び情報提供を進

めていきます。
・障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機

会・場、緊急時の受入・対応、専門性、地域の体制づくりなど）を整備し、障がい者が地域で安
心して暮らすための支援体制を整備します。

① 各種サービスの周知と利用促進 ② 福祉用具の普及と支援
③ 障がい福祉サービス等の充実 ④ 精神保健・医療の適切な情報提供
⑤ 難病に関する支援の推進

●施策の方向●

１ きめ細かい障がい福祉サービス等の提供
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（１）障がいの早期発見・早期療育・相談支援
・障がいを早期に発見し、必要な支援につなげていくために、医療、保育、療育、教育、福祉等の
関係機関との連携を強化し、健診等及び相談支援の充実を図ります。

・特に支援が途切れがちな発達障がいのある障がい児に対し、ライフステージの移行期に円滑な支
援の移行・継続を図れるように努めます。

・たん吸引などの医療的ケアが必要な障がい児を支援するため、保健、医療、障がい福祉、保育、
教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置して取り組みます。

① 乳幼児健康診査の充実・早期発見　　② 保護者等への障がいや支援制度に関する情報提供
③ 医療、保健、療育、教育、福祉などの連携強化
④ 障がい児への相談支援の体制づくり　⑤ 療育の適切な実施
⑥ 医療的ケア児などへの対応　　　　　⑦ 切れ目のない支援の充実

●施策の方向●

（２）就学前保育・学校教育との連携
・障がい児の保育所（園）等への受け入れ促進に向け、受け入れ体制の整備を進めます。また学校
においては、障がい児の受け入れに向けた施設・設備の整備と、インクルーシブ教育の推進に向
け、相互理解の促進と体制の整備を進めていきます。

① 保育所（園）等への受け入れの促進　② 就学支援　③ インクルーシブ教育の推進
④ 特別支援教育の推進　　　　　　　　⑤ 障がい児教育の情報提供
⑥ 学校施設・設備の整備　　　　　　　⑦ 放課後等デイサービスの充実

●施策の方向●

① 進路相談の支援　② 就労の再チャレンジを継続的に支援

（３）障がい児の進路相談・就労支援
・障がい児の学校卒業後の進路相談、就労支援に向けた支援を行います。

●施策の方向●

２ 障がい児の未来に向けたしくみづくり
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（１）一般就労の促進
・障がい者の一般就労の促進に向け、障害者雇用促進法をはじめとする各種制度の周知と、雇用促
進に向けた取り組みを進めます。

① 障害者雇用率制度の促進　　② 就労・生活支援機関との連携
③ 佐賀市における雇用の促進　④ ジョブコーチなどの各種支援制度の普及啓発

●施策の方向●

① 就労支援相談員による相談の受け付け　② 就労移行支援事業の利用の推進
③ 就労継続支援事業の利用の支援　　　　④ 工賃向上の支援

●施策の方向●

（２）福祉的就労支援の充実
・障がい者雇用に関する認知はまだ十分とはいえず、国・県と連携し、その周知を図るとともに、
障害者雇用率制度の円滑な実施に努めます。

・就労移行支援や就労継続支援を推進するとともに、商品の開発や紹介、販路の確保を支援し、多様な福
祉的就労の場を確保するなど、現在低い水準にある、福祉的就労の工賃向上に向けた支援を行います。

３ 生きがいを持って働ける場づくり

（１）障がい者の文化的活動・スポーツ振興
・障がい者を含む市民誰もが、文化、芸術に接する機会を広げるとともに、活動の成果を発表でき
る機会を提供します。

・関係機関と連携し、障がい者スポーツの促進を図ります。また、県が推進する、誰もが気軽に楽
しめるスポーツのユニバーサル化に取り組むため、関連する機関との協働、連携を図ります。

① 文化・芸術活動の振興　② スポーツ・レクリエーション活動の推進

●施策の方向●

① 障がい者と地域住民等との交流　　　　　　　　② 障がい者団体と地域との交流促進
③ 市民活動団体、企業等との協働の仕組みづくり　④ 社会的活動・交流の場の整備

●施策の方向●

（２）交流活動の振興
・障がい者が地域の行事へ積極的に、安心して参加できるように、参加に向けた呼びかけと介助、
意思疎通に関するボランティアの参画を進め、障がいの有無に関わらず、気軽に集い交流できる
場を提供します。

４ 多様な活動の振興・場づくり
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（１）住宅の整備
・障がいに配慮した暮らしやすいデザインの市営住宅整備を進め、共同生活を行うグループホーム
については、重度障がい者等の個別ニーズにも応じることができるように整備・充実を図りま
す。

（２）公共施設等のバリアフリー化の推進
・公共施設や公共性の高い建築物について、障がい者の利用に配慮したバリアフリー化の整備を行
います。

・多くの人が利用する民間の商業施設等の新築・改築・大規模改修の場合は、法律や県の条例等に
基づきバリアフリー化の協力をお願いします。

① 公営住宅の供給　② グループホームの充実　③ 住宅改修支援の推進

●施策の方向●

① バリアフリー化の推進

●施策の方向●

（３）障がい者に配慮したまちづくりの推進
・障がい者が不便を感じることなく安全に安心して利用できるように、国、県、関係機関と連携
し、公共交通ターミナルや公共交通機関等のバリアフリー化を推進します。

・屋外の公共スペース等においては、障がい者等の利用を考慮したバリアフリー化及びユニバーサ
ルデザインの導入を推進します。

① 道路環境の整備　② ユニバーサルデザインの推進

●施策の方向●

５ 活動しやすい安全・安心なまちづくり
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（１）情報の入手に関する利便性の向上と意思疎通支援
・情報や意思疎通に関する支援機器の周知を図り、給付と利用の支援を行います。
・手話通訳者、要約筆記者等の派遣、設置等による支援を行うとともに、講座の開催を通して手話
奉仕員や要約筆記者の育成・確保を図ります。

① 情報や意思疎通支援用具の給付・利用支援　　② 手話通訳者・要約筆記者等による支援

●施策の方向●

① 「障害者差別解消法」への対応　② 「障害者雇用促進法」への対応
③ 周知・啓発活動　　　　　　　　④ 行政等における配慮の充実

●施策の方向●

（２）障がいを理由とする差別解消の推進
・障がいを理由とする差別の解消に向けて、「障害者差別解消法」の趣旨・目的等に関する啓発活
動を推進し、相談・紛争の解決を図ります。

・雇用分野においては、「障害者雇用促進法」に基づき、均等な機会や待遇の確保を図るため、ま
た障がい者の能力を十分に発揮することができるよう、県と連携し取り組みを進めます。

・本市においても合理的な配慮が提供できるよう、職員の理解促進と資質向上に努めます。

① 権利擁護の法制度の周知・啓発と行政サービス等における配慮
② 専門職の研修
③ 成年後見制度の周知・活用
④ 日常生活自立支援事業の周知・活用
⑤ 佐賀地区障がい者権利支援センターの周知・活用
⑥ シェルターの確保と受入体制の整備

●施策の方向●

（３）権利擁護の推進・虐待の防止
・障害者権利条約等の積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法に基づく障がい
者虐待・差別の防止対策に取り組み、障がい者の権利や財産を守るための支援を行います。

・成年後見制度、日常生活自立支援事業、佐賀地区障がい者権利支援センター等の周知・啓発を図
り、障がい者本人の意思決定の重要性を十分認識したうえでの活用を推進します。

６ わかりあえるまちづくり
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（１）地域の支援体制づくり
・地域住民による地域の施設や組織等の社会資源を活かしながら、ひとり暮らし高齢者や障がい者等の自立し
た生活を地域住民や組織で支え合い、見守り等の活動の推進を図ります。

・地域ぐるみでの支えあい体制づくりに向けて、福祉教育を推進し、市民全体の理解促進を図ります。

① 地域における見守り・支え合いの推進　② 地域活動への参加促進　③ 福祉教育の推進

●施策の方向●

（２）障がい者・家族の交流の場づくり・活動支援
・障がい者とその家族が自由に集まり交流し、活動を行うことのできる場の確保を支援し、障がい者を支援す
るボランティア活動への参加を呼びかけ、組織的なボランティア活動の展開を図ります。

・障がい者団体や家族会の活動の活性化に向け、若年層の加入やイベント等、活動の支援を行います。

① 障がい者と家族の集まりの場づくり　② 障がい者を支援するボランティア活動の推進

●施策の方向●

① 災害時の避難支援体制の整備　　　　② 事前の防災対策の推進
③ 避難所におけるバリアフリー化整備
④ 消費者被害やトラブルに巻き込まれない地域住民の見守り
⑤ 消費者トラブルの防止及び消費者被害からの救済

（３）防災・防犯対策の推進
・避難行動要支援者名簿の登録及び個別支援計画書の作成を推進し、災害発生時に速やかに避難できる体制の
整備を進めます。また、災害時には福祉避難所を設置し、障がい者や高齢者等へのケアや、必要な備品の整
備等を行います。

・障がい者が消費者トラブルに巻き込まれないよう、地域住民の見守りを推進し、消費者トラブルの防止を図
るとともに、消費者被害の救済のための関係機関窓口の周知を図ります。

●施策の方向●

７ いつでもつながる　支え合う体制づくり

佐賀市障がい者プラン2020～2023（概要版）
表紙デザイン　本村貴美子
発　　　　行　佐賀市保健福祉部障がい福祉課
　　　　　　　〒840-8501　佐賀市栄町１番１号
　　　　　　　TEL．0952-40-7251　FAX．0952-40-7379
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